
旭川市社会福祉審議会会議内容報告書 

（令和７年度第１回全体会議） 

 

開催日時 令和７年１２月２３日（火）   

午後６時３０分～午後７時０５分 

開催場所 旭川市総合庁舎７階大会議室Ａ  

 

会議の名称 令和７年度第１回旭川市社会福祉審議会（全体会議） 

出席者 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭川市（事務局） 

 

秋葉 裕美 委員、浅野 正一 委員、安藤 信喜 委員、石塚 英倶 委員、 

石戸谷 康治 委員、石前 聖香 委員、伊藤 広也 委員、今本 千衣子 委員、 

任 賢宰 委員、上田 信二 委員、大橋 伸也 委員、大森 裕 委員、 

加藤 弘 委員、川井 基史 委員、久住呂 志奈子 委員、熊田 広樹 委員、 

嵯峨 浩樹 委員、佐藤 雅規 委員、高森 崇 委員、地下 弘子 委員、 

戸嶋 千里 委員、長峯 美穂 委員、西野 興子 委員、馬場 勝義 委員、 

藤井 智子 委員、松林 邦昭 委員、谷地元 悦子 委員、山内 洋 委員、 

山田 篤範 委員、横堀 良男 委員、吉田 貴彦 委員 

（３１人） 

川邊福祉保険部長、高田保険制度担当部長、鈴木福祉保険部次長、 

宮川長寿社会課長、水上障害福祉課長、 

福祉保険部職員７人 

傍聴者数 ０人（公開） 

議事等の内容 ・委員紹介 

・事務局職員紹介 

・福祉保険部長挨拶 

・議事 

①第５期旭川市地域福祉計画・第７期旭川市社会福祉協議会地域福祉 

活動計画の進捗状況について 

②第５次旭川市障がい者計画策定の進捗状況について 

③福祉保険部所管の使用料・手数料の見直しについて 

・その他 

令和８年度の福祉保険部の新規・拡充等の取組予定について 

審議内容及び 

主な意見等 

(資料確認・開会) 

 

 

(委員紹介) 

 

 

(事務局職員紹介) 

 

(部長挨拶) 

 

 

・事務局から資料の確認を行った後、本日の日程について説明し、開会し

た。 

 

・昨年の全体会議以降、新たに就任された委員について、事務局が委員の

氏名を読み上げて紹介した。 

 

・事務局から出席している職員の紹介を行った。 

 

・開催に当たり、川邊福祉保険部長から挨拶があった。 



 

(議事開始) 

 

(会議の成立) 

 

 

(会議の公開) 

 

 

(議事第１号) 

 

 

 

(議事第２号) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(議事第３号) 

 

 

(議事終了) 

 

(その他) 

 

 

(閉会) 

・ここから議事に入るため、委員長が進行する。 

 

 

・委員長から、本日の出席委員が３１名であり、審議会の定足数に達して

いることから、審議会が成立している旨報告があった。 

 

・委員長から、会議の公開、傍聴及び会議録の公表について説明した。 

・本日の会議録の確認委員として，２名の委員を委員長が指名した。 

 

・議事第１号 第５期旭川市地域福祉計画・第７期旭川市社会福祉協議会

地域福祉活動計画の進捗状況について、事務局から資料に沿って説明し、

委員に意見、質問を求めたところ、委員からの意見等はなかった。 

 

・議事第２号 第５次旭川市障がい者計画策定の進捗状況について、事務

局から資料に沿って説明し、委員に意見、質問を求めたところ、Ａ委員か

ら質問があった。 

 

（Ａ委員） 

・計画の体系図の中に理念、目標があるが、旭川市はこうあるべきという

ような理念を作るとき、どういうふうに作りあげているのか。学生が計画

作りという演習をするので、参考にお聞きしたい。旭川がこうなってほし

いというような話し合いはどのようにやっているのか。 

 

（事務局） 

・理念については、市内部の話し合いのほか、国の法律や、ノーマライゼ

ーションという考え方があるので人権条約、国際的な法律を参考にして

いる。策定部会の中で市から案を示して、意見をもらって決定している。 

 

（Ａ委員） 

・最初にビジョンを決めるところが一番夢があって、それを実現していく

ために旭川を・・・と、学生に伝えているので、市ではどのようにやって

いるのか気になって聞かせていただいた。 

 

・議事第３号 福祉保険部所管の使用料・手数料の見直しについて、事務

局から資料に沿って説明し、委員に意見、質問を求めたところ、委員から

の意見等はなかった。 

 

 

・令和８年度の福祉保険部の新規・拡充等の取組予定について、事務局か

ら資料に基づき説明を行った。 

 

・最後に、委員長から委員に対し質問等の有無を確認したが、特に発言が

なかったことから、これをもって会議を終了する旨宣言がなされた。 


